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はじめに 

 

環境省では、2014（平成26）年４月に農林水産省と共同で「ニホンザル被害対策

強化の考え方」をとりまとめました。その中で、ニホンザルの特性に応じた群れ単位の

管理を徹底し、被害対策としてこれまで行われてきた総合的対策（個体群管理、被害防

除対策、生息環境管理）について、今後、被害の軽減につながる効果的な捕獲を中心と

した対策の考え方へと転換し、10年後までに加害群の数を半減することを目標として

対策を強化することとしました。 

また、この「ニホンザル被害対策強化の考え方」において、環境省では、都府県にお

ける取り組みを強化・支援するため、改正後の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律（平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。）」に基づ

く各都府県の第二種特定鳥獣管理計画の策定の推進及び支援を行うとともに、加害群の

特定や効果的な捕獲に向けたモデル事業を実施することとしました。 

昨年度より開始したニホンザル対策モデル事業では、２つのモデル地域（広島県及び

徳島県）を対象として、群れに着目した科学的・効率的な管理を進めるため、群れの把

握・加害群の特定を実施しています。また、効率的なニホンザルの管理を実践するため、

計画に基づいた有効な対策を提案し、全国的なニホンザル対策の推進に資することを最

終目的としています。 

このレポートは、都府県の鳥獣行政担当者をはじめ、市町村等においてニホンザルの

対策に関わる方を対象として作成しています。モデル事業から得られた情報を他地域の

方々と共有し、地域におけるニホンザル対策を効率的に推進するヒントとしていただく

ため、事業で得られた事例や結果のみならず、その一連のプロセスの進め方や役割分担

の考え方についても述べています。 

特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（ニホンザル編・平成27年度）

（以下「ガイドライン」という。）とともにお役立て下さい。 
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Ⅰ．計画的な管理の必要性 

ニホンザルの管理には、個体群管理、被害防除対策、生息環境管理の３つの方策が必

要です。 

 

１．個体群管理 

ニホンザルの個体群管理は、ニホンザルが基本的に群れで行動する動物であるため、

群れの管理が基本です。群れは、群れ毎に個体数や加害レベル（加害度）が異なるとい

う特性を持つため、群れの管理を行うためには、加害する群れを特定し、生息環境、群

れの分布状況や個体数、加害レベルに応じて群れ毎に管理方針を決め、目標を明確にし

た捕獲（加害個体の捕獲、群れの規模の管理、群れ数の管理、分布域の管理）をするこ

とが求められます。 

 

２．被害防除対策 

被害防除対策では、数戸の個別農家が点的な対策を行っても、地域全体としての被害

軽減効果は低く、地域の被害軽減のためには、面的な対策が必要になります。そのため

防護柵の設置、追い払い、集落環境管理といった対策を集落ぐるみで組織的に行うこと

が重要です。 

 

３．生息環境管理 

生息環境管理には、ニホンザルを耕作地や農地に近づけないようにするための集落環

境の管理と奥山（山岳地）などでニホンザル個体群の存続を将来的に保障していくため

の環境整備という２つの内容が含まれます。前者は被害防除対策にも含まれます。 

 

 

 

 

 

 

４．モニタリングと特定計画の必要性 

管理の対象とするニホンザルは野生動物であり、対策を行っても必ずしもすぐに効果

が得られるとは限りません。そのため、実施した捕獲や被害対策が効果を発揮している

かを検証するためにモニタリングを行う必要があります。対策を実施しても想定した効

果が得られない場合には、対策のどこに問題があるのかを検討し、対策を改善していく

必要があります。問題がある対策を続けていても被害軽減にはつながりません。計画的

な管理ではこういった順応的な対応（PDCA サイクル）が求められます。 

 

ポイント 

個体群管理、被害防除対策、生息環境管理を地域の状況に応じて組み合わせて、総合

的に実施することが必要です。これらを計画的に行うことが被害軽減につながってい

きます。   「計画的な管理と無計画な対応の違い」（P3）参照 
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計画的な管理を行う目的や必要性などについて説明し、地域の合意を得るために、ま

た、管理の継続性を担保するために、特定計画の策定は不可欠であり、それが特定計画

策定のメリットでもあります。 

 

 計画的な管理と無計画な対応の違い 

  

無計画な対応をした場合

目標が不明確な捕獲
集落に出没する群れの中で
捕獲できる個体、捕獲しやす
い個体を散発的に捕獲

効果検証がない
群れ数、行動域、出没率は減
少しない。ただしモニタリング
をしていないので実態は不明

被害状況は改善されない

目標が明確な捕獲
•群れサイズの縮小のた
めの部分捕獲

•群れの全体捕獲
•問題個体の選択的捕獲

被害防除対策・
生息環境管理・普及啓発
•誘引物除去
•効果的な防除柵の設置
•集落ぐるみの追い払い等

被害の減少

対策の継続

サルの出没
被害の発生

現況把握
•生息状況の把握（加害群の特定、行動域、
群れの規模など）

•被害状況の把握（集落点検、被害位置、
加害レベルの判定など）

管理計画の検討・策定
•捕獲オプションの決定
•被害対策の決定

モニタリング（効果検証）
•群れの出没率、行動域
•被害量 など

必
要
に
応
じ
て
再
検
討

計画的な管理をした場合

現況を把握せず
生息状況や被害状況は不明

計画を策定せず

 このレポートでは、「計画的な管理」に向けた“現況把握”（上図の赤枠内）

に取り組んだ実例を紹介しています。 

 この段階では、一般的に以下のような役割分担が重要となります。 

都府県・・全体のマネジメント、調査者・市町村との調整 

市町村・・調査への協力、地域での対策を見据えた調査への関与 

※実際の調査は調査受託者（民間業者、大学、行政の研究機関など）が実施 
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Ⅱ．セルフチェックによる現況の把握 

ニホンザルの群れ管理を行うためには、まず都府県内におけるニホンザルの群れ（特

に加害群）の分布やその数、群れごとの加害レベルや行動域を把握することが必要です。

しかし、それらの把握程度は都府県によって違いがみられるため、ニホンザルの管理計

画を立案するためには、以下に示した生息状況のセルフチェックを基に自身の都府県に

おける把握程度をチェックし、必要な調査を実施して情報を把握する必要があります。 

セルフチェックの結果によっては、必ずしもステップ１から始める必要はなく、把握

程度によってどのステップから始めるか判断します。 

 

 

 

  

生息状況の把握程度

サルの群れ（特に加害群）
がどこに分布しているか把
握している

群れがどこに何群、何頭く
らいが分布しているかおお
よそ把握している

群れの加害レベルをおおよ
そ把握している

群れの行動域をおおよそ把
握している

各群れの頭数、構成（性別、
成・幼獣）を把握している

YES

NO

ステップ１

計画的な管理の実践の端緒。全体像
を把握して対策を進める。

ステップ２

群れを識別した対策を実践するための
情報収集。加害群を特定した捕獲が可
能となる。

群れに電波発信機を装着することで、
群れの行動域を把握し、より確実な群
れの識別、効率的な捕獲や追い払い
が可能となる。

ステップ４

ステップ３

群れの加害レベルを把握し、捕獲オプ
ションを選択する。対策する群れの優
先順位付けが可能。

ステップ５

特に加害レベルが高い群れの群れ捕獲
や部分捕獲を実施する場合、捕獲目標
の設定や効果検証が可能となる。

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

モニタリングステップ
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 各ステップでどのような調査を実施すればよいのかは、下の表に示したとおりです。

各ステップでそれぞれ調査を選択して実施します。 

 

ステップ１：アンケート調査 または ヒアリング調査① 

ステップ２：ヒアリング調査② または サル出没カレンダー調査 

ステップ３：サル出没カレンダー調査 または群れ追跡調査（電波発信機装着調査）① 

ステップ４：群れ追跡調査（電波発信機装着調査）② または GPS 首輪装着調査 

ステップ５：個体数調査

※H26 モデル事業レポート：「ニホンザル対策モデル事業レポート ～平成 26 年度 生息状況の

把握～」 
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安佐北区

佐伯区

安芸区

神石高原町

福山市

庄原市

三次市

安芸高田市
北広島町

安芸太田町

廿日市市

東広島市

世羅町

府中市

三原市

竹原市

呉市

尾道市
安佐南区

広島市

１．ステップ１ 

計画的な管理を進めるための第一歩です。ニホンザルの分布状況を把握するための最

も基本的な調査です。 

 

●目的  

都府県内のどこにニホンザルの群れが分布しているか、どこで被害が発生しており、

どのような対策をしているかを調べ、広域的な生息概況や被害防除対策状況の全体像を

把握します。 

 

●アンケート調査 

昨年度モデル地域の広島県では、県内の全市町の鳥獣行政担当者を対象に、調査受託

者がサルの生息状況、被害状況等に関するアンケート調査を実施しました。 

 

●ヒアリング調査 

昨年度モデル地域の徳島県では、加害群の生息状況についての情報を補足するために、

市町村の鳥獣行政担当者が猟友会員等を対象に、加害群の生息状況、被害状況等に関す

るヒアリング調査を実施しました。 

 

●成果 

 アンケート調査、ヒアリング調査の結果を整理し、地図化しました。 

 

※調査方法等の詳細については、昨年度のモデル事業で作成した「ニホンザル対策モデ

ル事業レポート ～平成 26 年度 生息状況の把握～」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県のニホンザルの群れの分布図（左）と徳島県のサル被害状況等図（右） 

 

サルの群れがいる

ハナレザルはいるが群れはいない

＜被害金額＞ 

＜捕獲数＞ 
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２．ステップ２～３ サル出没カレンダー調査の事例 

●目的 

加害群が地域のどこに何群、何頭くらい分布しているか推定し、群れごとの加害の程

度（加害レベル）を判定するために、サル出没カレンダー調査を実施します。 

●調査方法 

 サル出没カレンダー調査は、サルが昼に観察できるという特徴を利用して、住民(集

落 3 名程度)に調査協力を依頼し、一定期間（サルが頻繁に目撃される時期１ヶ月程度）、

一斉にサルの出没状況を地図と調査票に記録してもらうことにより実施します。 

   

 

    

 

  

  説明会・配布・回収説明会・配布・回収

地図

調査票

地図

調査票

地図

調査票

地図

調査票

地図

調査票

地図

調査票

地図

調査票

Ａ集落 Ｂ集落 Ｃ集落

一定期間、一斉に
サル出没状況を記録

カレンダー
地図

調査票

Ａ集落

Ｂ集落

Ｃ集落

サル出没地点

調査票情報
・・・・・・

Ａ集落

Ｂ集落

Ｃ集落

Ａ群
Ｂ群

群れ数や分布を推定する

加害レベル

生息数

１ 10

100

0

生息数や加害レベル
を推定する

Ａ群

Ｂ群

※加害レベル：P９参照 

補足調査： 

ルートセンサス調査やテレメトリー調査

の補足調査を実施することでサル出没カ

レンダー調査の精度が向上します。 

県職員 

または調査受託者 
市区町村職員 連絡・調整 調査員（住民） 

依頼 
協力 

依頼 選定・依頼 

集落代表者 

準備 

実施 分析 
結果 

 

 

10/5 13:15 

群れ判別分析 

加害レベル判定 

群れ個体数推定 

調査員（住民） 

調査受託者 
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 サル出没カレンダー調査には、準備、実施、分析、結果の各段階があります。 

準備 → 実施 → 分析 → 結果 

 

■準備 

・調査実施にあたっては「ステップ 1」で調査対象集落を選定しておく必要があります。 

・調査を成功させるためには、準備段階が重要となります。 

・都府県（≒調査受託者）（調査の実施主体）、市町村との役割分担が重要です。 

・調査員（住民）の選定・依頼をどういう経路で行うか決定します。 

・調査員の選定が調査結果に重要な意味を持ちます。 

・その他、準備段階での留意事項として、調査時期が調査員（住民）およびサル頻出没

時期に依存するため、工程表の順守が必須です。 

 

調査説明及び調査票・地図配布フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査票・地図の回収は郵送よりも「調査説明及び調査票・地図配布フロー」の逆を辿るのが望ましい 

 

サル出没カレンダー調査工程表の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼 説明 依頼 説明  依頼 説明

説明

依頼 説明 依頼

依頼  説明・配布 　配布

依頼  説明・配布 　　依頼 説明

・鳴門市（徳島） ・安芸区（広島） ・神石高原町（広島）
・板野町（徳島）
・上板町（徳島）

集落代表者等

パターンＣ

都府県・調査受託者

調査員（住民）

市町村

集落代表者等

調査員（住民）

都府県・調査受託者

市町村

パターンA パターンB

都府県・調査受託者

市町村

調査員（住民）

４～５月 ６～７月 ８～９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）計画立案・打合せ

（２）市町村連絡調整

（３）調査票・地図等作成

（４）対象集落や調査員（住民）選定
　　　・調査説明・調査票等の配布

（５）サル出没カレンダー調査

（6）調査票等の回収

（7）データ入力・分析

（８）報告書作成

平成A年 平成A＋１年
項目
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■実施 

・調査期間は概ね 1 ヶ月間。実施時期はサルがよく出没する時期で設定し、関係市町

村で足並みをそろえて一斉に実施します。 

・日中在宅の方で、１つの集落につき 3 名程度の調査員（住民）が必要です。分析に

は、正確な数字情報が必要なため、調査内容に適した協力を得られる調査員（住民）

を選定します。 

・ルートセンサスやテレメトリー調査などの補足調査を実施することでサル出没カレン

ダー調査を分析する際の精度が向上します。 

・ルートセンサスとは、調査受託者（専門調査員）が調査実施地域を巡回して、群れを

探索したり、地域の住民等に出没状況や被害状況などについて聞き取りを行う調査で

す。 

 

■分析 

・群れ判別分析 

 ある 1 つの群れ出没地点情報が、全ての群れ出没地点情報に対して確認日時から物

理的に移動可能か総当たりで判定し、地点間が同一の群れであるか分析します。 

・加害レベル判定 

加害レベルとは、群れの加害の程度を示すもので、群れの出没頻度、平均的な出没規

模、人への反応、集落や耕作地への被害程度、生活環境被害の程度について、それぞれ

下の表を基に各指標のポイントを算定し、それらを合計して加害レベルを判定します。 

 

加害レベル判定表（環境省ガイドライン） 

 

 

  

ポイント 出没頻度 平均的な出没規模 人への反応 集落への加害状況 生活被害

0 山奥にいるためみかけない 群れは山から出てこない
遠くにいても、

人の姿を見るだけで逃げる
被害集落はない 被害なし

1 季節的にみかけるときがある 2、3頭程度の出没が多い
遠くにいても、

人が近づくと逃げる
軽微な被害を受けている集落

がある
宅地周辺でみかける

2
通年、週に1回程度

どこかの集落でみかける
10頭未満の出没が多い

遠くにいる場合逃げないが、
20m以内までは近づけない

大きな被害を受けている集落が
ある

庭先に来る、屋根に登る

3
通年、週に2,3回近く

どこかの集落でみかける
10～20頭程度の出没が多い

群れの中に、20mまで近づいても
逃げないサルがいる

甚大な被害を受けている集落
がある

器物を損壊する

4
通年、ほぼ毎日

どこかの集落でみかける
20頭以上の出没が多い

追い払っても逃げない、または
人に近づいて威嚇するサルがいる

甚大な被害を受けている集落
が3集落以上ある

住居侵入が常態化

それぞれの項目における判定は、①現地調査、②アンケート調査、③専門家もしくは行政担当官によるチェックのいずれかによって行う。
個体数調整の対象群等においては、①あるいは②の手法による客観的な評価に基づいて加害レベルを判定することが望ましい。

加害レベル 合計ポイント

0 0

1 1-2

2 3-7

3 8-12

4 13-17

5 18-20

各指標のポイントを合計 

して加害レベルを判定する 

加害レベル5 群れ全体が通年・頻繁に出没。人と集落環境への慣れが進み、生
活環境被害が大きく、人身被害の恐れがある。

加害レベル4
群れ全体が、通年耕作地の近くに出没し、常時被害がある。人と
集落環境への慣れが進み、生活環境被害が発生する。

加害レベル3
群れは、季節的に群れの大半の個体が耕作地に出てきて、農作物
に被害を出す。

加害レベル2
群れの出没は季節的で農作物の被害はあるが、耕作地に群れ全体
が出てくることはない。

加害レベル１ 群れは集落にたまに出没するが、ほとんど被害はない。

加害レベル0
群れは山奥に生息しており、集落に出没することがないので被害
はない。
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■結果 

サル出没カレンダー調査からは、群れの数、群れの行動域、群れのサイズ（個体数）、

加害レベルが推定できます。結果を基に加害群を特定して、群れの加害レベル、群れの

サイズに応じた捕獲オプションの選択が可能となります。また加害レベルから対策すべ

き群れの優先順位づけが可能となります。 

しかし、サル出没カレンダー調査の結果は、あくまで推定なので、群れの数や個体数

については、その数値の取り扱いには注意が必要です。より正確な情報を把握するため

には、ステップ４、５と進めましょう。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 31.5

Kilometers

大浦群
30～40頭(推定)

粟田群
10～15頭(推定)

東地群
30～40頭(推定)

櫛木群
59頭(実測)

大谷群
20～30頭(推定)

池谷群
30～50頭(推定)

坂東群
40～50頭(推定)

板野B群
20～30頭(推定)

川筋群
18頭(実測)

三津群
20～30頭(推定)

板野A群
21頭(実測)上板B群

80～100頭(推定)

上板A群
70～80頭(推定)

板野郡上板町

板野郡板野町

阿波市

徳島市

板野郡藍住町 板野郡松茂町
板野郡北島町

鳴門市

大麻群

群れの加害レベルと推定個体数（鳴門市・板野町・上板町） 

サル出没カレンダー調査による加害群の推定分布（鳴門市・板野町・上板町） 

環境省 徳島県

櫛木群 3 Ⅱ 20-30 鳴門市

粟田群 3 Ⅱ 10-15 鳴門市

大浦群 4 Ⅲ 30-40 鳴門市

東地群 4 Ⅲ 30-40 鳴門市

川筋群 3 Ⅱ 10-20 鳴門市・板野町

三津群 3 Ⅱ 20-30 鳴門市・香川県東かがわ市

坂東群 3 Ⅱ 40-50 鳴門市

池谷群 4 Ⅲ 30-50 鳴門市

大谷群 3 Ⅱ 20-30 鳴門市

板野A群 3 Ⅱ 20-30 板野町・鳴門市

板野B群 2 Ⅱ 20-30 板野町・鳴門市

上板A群 4 Ⅲ 70-80 上板町・阿波市

上板B群 2 Ⅱ 80-100 上板町・板野町

加害レベル
群れ 推定個体数 分布市町
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３．ステップ４ GPS 首輪の装着事例 

●目的 

・特に対策強化が必要な加害レベル３～５の群れの行動域把握 

・効果的、効率的な捕獲檻設置場所の選定 

・各種被害対策支援先の意思決定 

・サル出没カレンダー調査の分析に使用するデータの収集（分析精度の向上） 

 

●調査方法 

①有害鳥獣捕獲で捕獲された個体への GPS 首輪の装着（広島モデル地区） 

 

 

 

 

 

 

②麻酔銃を使用して捕獲した個体への GPS 首輪の装着（徳島モデル地区） 

 

 

 

 

 

 

  

比較項目

 電波発信機  GPS首輪

・機材が安い

・電池寿命が3年未満と長い

・追い払いなどの対策に利用

可能

・データ取得に労力がかかる ・機材が高い

・精度が低い ・電池寿命が1年未満と短い

目的 追い払いなどの防除対策 高精度の行動域等把握

メリット
・高精度のデータを大量に得

られる

デメリット

●生体捕獲と首輪装着 

電波発信器やGPS首輪をサルに

装着するには、捕獲檻や麻酔銃など

で生体捕獲をする必要があります。

安全管理や適正な首輪運用のため

サルの生体ハンドリングに習熟し

た専門家等に依頼しましょう。 

 

 

●電波発信器と GPS 首輪の特徴 

 データ取得や運用でそれぞれにメリット・デメリ

ットがあるので目的に応じて使い分けましょう。 

 ？ 

市町村等

 

有害鳥獣捕獲許可 

協力依頼  

捕獲従事者

 
捕獲連絡 

業務依頼 

捕獲連絡 

市町村等

 

業務依頼 
学術捕獲

許可申請 

都府県 
調査受託者 

（装着作業者） 

（捕獲従事者） 
捕獲許可 

調査受託者 
（装着作業者） 
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●GPS 首輪での調査結果 

 

GPS 首輪の装着状況と GPS 位置データの取得状況 

 

 

櫛木群の集中エリア解析（左：数値地図、右：集落図） 

 

 

 

  

0

Kilometers

1.5 3

板野郡板野町

川筋群

板野A群

大麻群

櫛木群

板野郡上板町

徳島市

板野郡藍住町 板野郡松茂町
板野郡北島町

鳴門市

板野B群

粟田群大浦群

東地群

三津群

上板B群

大谷群

池谷群

坂東群

●櫛木群：3656 位置ﾃﾞｰﾀ  

●川筋群：1798 位置ﾃﾞｰﾀ  

●大麻群：1536 位置ﾃﾞｰﾀ  

●板野 A 群：3675 位置ﾃﾞｰﾀ 
 

 

 

 

 

① 効率的な捕獲場所（捕獲檻設置場所）の選定 

② 防護柵の新設・増設場所の検討 

③ モンキードック等の導入地域検討 

④ 生息環境整備優先地域の選定 

⑤ 緩衝帯整備場所の検討 

⑥ 普及啓発重点地域の抽出 

GIS 分析・解析 

 

・ 行動圏解析 

・ 土地利用分析 

・ 移動分析 

： 

GPS 首輪(データ)の多様な活用 

GPS 首輪は計画策定や対策の意思決定に役立つだけはなく、①情報共有・合意形成

（地域の関心を得る、連携すべき地域の明確化等）や、②加害群追跡ツール（GPS 首

輪に VHF 発信器を外装）として活用でき、効率的な対策の推進をサポートします。 

加害群の行動特性から効率的に計画・対策を検討 
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４．ステップ５ 個体数（カウント）調査の事例 

●目的 

・特に対策強化が必要な加害レベル３～５の群れの個体数把握 

・捕獲オプションの検討、捕獲目標頭数の設定、捕獲手法の検討 

・捕獲実行後の評価 

 

●調査方法 

・調査受託者（専門調査員）による現地での直接観察調査 

・個体数調査の対象となる群れの前提条件： 

群れの特定が完了していることが前提です。調査前に、群れの識別と群れのメス個体

に追跡用の電波発信器または GPS 首輪が装着済みであることが必要です。 

・個体数（カウント）調査の方法： 

数日間群れを追跡して、群れが道路や河川などの開放地を横断する際の行列をカウン

トします。サルの長期観察経験があれば、オス・メス、０才～６才以上の個体の識別

が可能となります。 

         

●調査結果 

対象：徳島モデル地区の櫛木群（GPS 首輪装着群） 

 

 

＜個体数（カウント）調査結果の活用例＞ ※捕獲手法の選択については専門家等に相談すること 

  

オトナオス(６頭)

オトナメス(１９頭)

ワカモノオス(１頭)

ワカモノメス(２頭)

コドモ(１８頭)

アカンボウ(１１頭)

不明(２頭) 合計：５９頭

オトナ：６才以上、ワカモノ：４～５才、コドモ：１～３才、アカンボウ：０才< 群れ分布図 > 

 

GPS 装着群 

A
捕獲オプション

①選択捕獲

②部分捕獲

③全体捕獲

B
捕獲目標頭数

9頭/５9頭（１５％）

３0頭/５9頭（５０％）

59頭/59頭（１００％）

C
捕獲手法

銃器（悪質個体選択）

中型捕獲檻（5m× 5m）

大型捕獲檻（10m× 10m）

Do
実行

Check
評価

・捕獲状況
Action
見直し

Plan1

Plan2

Plan3
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Ⅲ．群れ管理方針案の作成 

 

●管理目標 

現況把握のための調査で得られた情報を基に、ある地域（都府県あるいは市町村など）

の群れの生息状況、生息環境等の状況から地域の管理目標を設定します。状況は以下の

３つの場合が想定されます。 

①孤立した群れで、群れの存続を前提とする場合 

②分布域の後背に山地があるなど、群れを追い上げる余地がある場合 

③群れが密集して生息していて、群れを追い上げる余地がない場合 

広島県、徳島県の両モデル地域では、群れが連続して分布しており、群れを追い上げ

る余地はないため、上記③の場合に相当します。このような場合の管理目標について、

環境省のガイドラインでは、以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島県、徳島県の両モデル地域の管理目標としては、被害防除対策と捕獲の強化によ

る加害レベルの高い群れの除去を合わせて、加害レベルを下げることです。 

 

●群れごとの管理方針 

 管理目標の達成に向けて、群れごとにその群れの状況に応じた管理方針を立てます。

管理方針では、管理目標を達成するためにどのような捕獲をするかという捕獲オプショ

ンについて、選択します。（捕獲オプションの選択手順例についてはガイドライン参照） 

捕獲オプション 

群れ捕獲 加害群の除去が目標であり、加害レベルが著しく高く、被害防除対策を実践して

も被害が低減しない群れに対して、群れ全体を取り除く管理手法。 

部分捕獲 群れの存続を前提としており、群れの個体数が多いと被害防除対策を講じても被

害が軽減せず、追い払い等が効果的に実行できないため、増えすぎた群れの個体

数を計画で設定した個体数まで減らす管理手法。 

選択捕獲 群れの存続を前提としており、人馴れが進んで住民に対する威嚇や生活環境被害

を繰り返す悪質個体を識別したうえで、選択的に捕獲する管理手法。 

現状

中長期的な目標

追い上げの余地のない場合 

現状：山地全体に切れ目なく群れが分布しており、

加害群が密集して生息している。そのため、特に

集落周辺に居着いた加害レベルの高い群れは追い

上げる先がない。 

中長期的な目標：被害防除対策に加えて、加害レベ

ルの高い群れの除去など個体群管理も合わせて加

害レベルを下げることが目標となる。 
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広島県、徳島県の両モデル地域で以下のようなサル生息状況把握（モニタリングステ

ップ）を実施し、モニタリング結果をもとに群れごとの管理方針案を作成しました。 

 

両モデル地域のサル生息状況把握結果 

 

 

 

 

 

 

 

 広島県、徳島県の両モデル地域はともに群れの分布が連続しており、追い上げる余地

もないことから、被害防除対策と捕獲の強化による加害レベルの高い群れの除去を合わ

せて加害レベルを下げる、という管理目標に向け、以下のとおり群れごとの管理方針案

を検討しました。 

 

 

モデル地域 加害群名 対策強化群 加害レベル 行動域 捕獲オプション 関係市町

小野群 2 推定 20-25 推定 必要に応じて選択捕獲 神石高原町

奴留田群 3 推定 15-20 推定 選択捕獲 神石高原町

油木群 3 GPS実測 20-30 推定 選択捕獲 神石高原町

永野群 ○ 4-5 GPS実測 30-50 推定 部分捕獲/選択捕獲 神石高原町

相渡群 ○ 4 推定 40-60 推定 部分捕獲/選択捕獲 神石高原町

髙蓋群 3 推定 20-30 推定 選択捕獲 神石高原町

時安群 2 推定 5 推定 - 神石高原町

上瀬野群 3 推定 15-20 推定 選択捕獲 広島市安芸区

阿戸群 ○ 4 推定 20-30 推定 選択捕獲 広島市安芸区

中野群 ○ 4 推定 20-30 推定 選択捕獲 広島市安芸区

矢野群 3 推定 15-20 推定 選択捕獲 広島市安芸区

櫛木群 3 GPS実測 59 実測 部分捕獲/選択捕獲 鳴門市

粟田群 3 推定 10-15 推定 部分捕獲/選択捕獲 鳴門市

大浦群 ○ 4 推定 30-40 推定 部分捕獲/選択捕獲 鳴門市

東地群 ○ ４ 推定 30-40 推定 部分捕獲/選択捕獲 鳴門市

川筋群 ３ GPS実測 18 実測 部分捕獲/選択捕獲 鳴門市・板野町

三津群 ３ 推定 20-30 推定 選択捕獲
鳴門市・
香川県東かがわ市

坂東群 ３ 推定 40-50 推定 選択捕獲 鳴門市

池谷群 ○ ４ 推定 30-50 推定 群れ捕獲/部分捕獲 鳴門市

大谷群 ３ 推定 20-30 推定 選択捕獲 鳴門市

板野A群 ３ GPS実測 21 実測 部分捕獲/選択捕獲 板野町・鳴門市

板野B群 ２ 推定 20-30 推定 必要に応じて選択捕獲 板野町・鳴門市

上板A群 ○ ４ GPS実測 70-80 推定 群れ捕獲/部分捕獲 上板町・阿波市

上板B群 ２ 推定 80-100 推定 必要に応じて選択捕獲 上板町・板野町

個体数

広島

(案)

徳島

(案)

広島

(案)

ル

地

区 

 

群れ管理 

方針案作成 

徳島

(案)

デ

ル

地

区 

１ ２ ３ ４ ５

☑ ☑ ☑ ８群 ○ 推定 165-235 推定

☑ ☑ ☑ ☑ ２群 ○ GPS実測 50-80 推定

☑ ☑ ☑ ９群 ○ 推定 260-385 推定

☑ ☑ ☑ ☑ １群 ○ GPS実測 70-80 推定

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ３群 ○ GPS実測 98 実測

広島

徳島

個体数（合計）
モニタリングステップ

モデル地区 加害群数
加害レベル

判定
行動域
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